
【実施要領】

№ 項目 質問内容 回答

1 実施要領　第１　目的
「五所川原市除雪車運行管理システム導入業務委託
公募型プロポーザル実施要綱」を開示していただけま
すでしょうか。

本業務委託について最適な提案者を選定するため、公募型プロ
ポーザル方式の実施に係る手続きについて必要な事項を定めた
内部的な要綱となりますので、開示しておりません。

2 実施要領　第７　審査方法
「五所川原市除雪車運行管理システム導入業務委託
プロポーザル審査要領」を開示していただけますでしょ
うか。

適正かつ公正な審査の実施に支障が生じるおそれがありますの
で、非開示とします。

【仕様書】

№ 項目 質問内容 回答

1
仕様書　第１４条　貸与資
料

（４）除雪路線網図、（５）公共施設位置図、（６）雪寒道
路指定調書について、データ提供形式はシェイプファイ
ル等の電子データにてご提供いただくことは可能でしょ

うか。

（４）除雪路線網図と（５）公共施設位置図はPDF形式、（６）雪寒道
路指定調書については、Excel形式での提供は可能です。

2
仕様書　第１８条　排雪業
務管理機能

機種、規格ごとに定められた時間当たりの作業単価に
ついて、日中/夜間、曜日、作業工種（新雪除雪と拡幅
除雪など）等により異なる単価設定はございますか。ま
た、内外判定について、担当路線上のみ集計すること

でよろしいでしょうか。

作業単価については、日中（８時～１７時）、夜間（２０時～５時）、
超過時間（１７時～２０時、５時～８時）で異なる単価を設定してい
ますが、作業工種での単価設定は現時点ではありません。
内外判定については、担当路線までの移動、回送を含みます。

3
仕様書　第１９条　除雪業
務管理機能

除雪業者への指示手段（メール・FAX・電話等）をご教
示ください。

FAXと電話になります。

4
「発注者が指定する除雪業者との締日に合わせ」とあ
りますが、「締日」は毎月月末とされていますでしょう
か。

お見込みのとおりです。

5
記載されている「作業月報」は、第２４条記載の「報告
書（出来高内訳書）」と同じものでしょうか。

お見込みのとおりです。

6
請求書の発行に当たり、第１８条の時間当たりの作業
単価を元に計上する費用以外に計上する費用はござ
いますでしょうか。

現時点ではありません。

7
仕様書　第２３条　予算管
理機能

「支出見込みの経費」とありますが、稼働した日報でま
だ承認されていない日報分の経費という認識でよろし
いでしょうか。

GPS端末等から取り込まれたデータを元に算出する仕様ということ
です。

8 仕様書　第２４条　帳票
システム出力の各種帳票様式をご提供いただけます
でしょうか。

本業務委託の中で作成していくものとします。

9
「地図上に除雪車両の位置、車両軌跡発注者が本シ
ステム運用に必用な各種マスタの設定ができること。」
の記載について、必用な仕様をご指導ください。

公開用システムはこれから検証していくため仕様は決まっておりま
せん。どういった情報をどのように表示させるか、マスタの設定は
どうするか等を含め本業務委託の中で仕様を検討します。

10
「地域別の降雪情報」とありますが、現状の管理方法、
公開情報をご教示ください。

現状は管理、公開はしておりません。

五所川原市除雪車運行管理システム導入業務委託公募型プロポーザル　質問回答書

仕様書　第２２条　月次業
務管理機能

仕様書　第２７条　公開用
システムの検証


